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情報ひろば

10月2日から

10月 31日㈬は，市県民税第3期の納期限です

募集・試験

お知らせ

人権擁護委員候補者募集
◇概要　
　地域の中で人権思想を広め，人権
侵害が起きないように見守り，人
権を擁護していくことを目的と
する委員です。

◇対象　20 歳以上 65 歳以下の市民
◇定員　4 人（委員全 10人中。応募
多数の場合は抽選）

◇任期　
　平成 20年 4月 1日から 3年間：3人
　平成 20年 7月 1日から 3年間：1人
◇応募期限　
　11 月 14 日㈬（当日消印有効）
◇選考結果　直接本人に通知
◇応募方法　
　人事課，市民活動推進課，総合事
務所地域行政課，南支所，埴生支
所に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し，作文（私の考える
人権問題：400 字程度にまとめた
もの）を添えて人事課に提出し
てください。郵便，FAX，E-mail
でも構いません。応募用紙は，市
ホームページからもダウンロー
ドできます。（提出書類は返却し
ません）

◇問い合せ・申込先　
　〒 756-8601
　山陽小野田市日の出一丁目1番1号
　山陽小野田市人事課

(☎ 82-1124　FAX 83-2604）
　E-mail :jinji@city.sanyo-onoda.lg.jp
　http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

◇日程および内容
■1泊2日コース （19,800円　4食付）
A 秋吉石灰岩コンビナートを巡る
　（11 月 6日㈫・7日㈬）
　秋吉台エコツアー，企業専用道路等
B 粘土と向き合う 1500 年
　（11 月 8日㈭・9日㈮）
　セメント工場，菓子工場等
C 水を治め，水を求め・・・
　（11 月 12 日㈪・13 日㈫）
　水が支える美味しい「食」等
D 石炭産業の命脈を辿る
　（11 月 27 日㈫・28 日㈬）
　企業ショールーム，産業遺産等
■日帰りコース （4,980円　昼食付）
E 塩変じて薬となる（11 月 15 日㈭）
　塩に関係する化学工場等
F 受け継がれるリサイクルのDNA
　（11 月 19 日㈪）
　食料品・鉄等のリサイクル工場
G 今，エネルギーについて考える
　（11 月 20 日㈫）
　火力発電所，石油精製施設等
H 大理石文化の息づくまちへ
　（11 月 26 日㈪）
　建材用大理石の国内唯一の丁場等
◇定員　各回とも 20 人（先着順）
◇申込方法　コースA，G，Hは㈱
船鉄観光旅行社，その他は宇部市
交通局へそれぞれ申し込み

※詳しくは，各公民館等に備え付け
のパンフレットをご覧ください。

◇問い合せ・申込先　
　㈱船鉄観光旅行社（☎ 67-0011）
　宇部市交通局（☎ 31-1133）

産業観光モニターツアー
参 加 者 募 集 　市では，封筒裏面とリーフレット

に広告主を募集しています。
■国民健康保険証送付用封筒
○スペース　封筒の裏面 2枠
（1枠の大きさは縦 5cm×横 9cm）
○広告料　1 枠あたり 30,000 円
○問い合せ・申込先　
　健康増進課（☎ 82-1179）
■リーフレット「家庭ごみの出し方」
○スペース　リーフレット下段 4枠
（1枠の大きさは縦 6cm×横 8cm）
○広告料　1 枠あたり 80,000 円
○問い合せ・申込先　
　環境課（☎ 82-1143）
◇募集期限　10 月 31 日㈬
※市の広告掲載要綱によって，掲
載できない場合があります。

※詳細については各申込先および
下記までお問い合わせください。

◇問い合せ先　
　行政改革課（☎ 82-1135）

広 告 主 募 集

◇◆市営住宅への暴力団員の入居を制限しています
　国の提唱する「公営住宅における暴力団員排除に
ついて」の基本方針を踏まえ，本市においても市営
住宅への申込者，同居または同居しようとする親族
が暴力団員である場合については，入居決定しない
こと，また，既に入居されている方については，暴
力団員であることが判明した場合は，退去を命ずる
ことができることとしました。

　このため，市営住宅への申込
者には，暴力団員でないことを
誓約いただくとともに，入居者
資格の審査の際には，暴力団員
に該当するか否かについて，一
定の調査を行うこととしました。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

問い合せ先　建築住宅課（☎ 82-1166）

◇とき　11月20日㈫　10:00～15:00
◇ところ　高千帆福祉会館
◇内容　療育手帳相談，保健相談等
◇持参するもの　
　療育手帳，身体障害者手帳等
◇申込期限　11 月 9 日㈮
◇問い合せ・申込先
高齢障害課（☎ 82-1170）

山 口 県 知 的 障 害 者
更生相談所巡回相談


